
議案第２４号 

 

大田原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成２８年３月７日提出 

 

大田原市長 津 久 井 富 雄 

  



大田原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

大田原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例（平成２４年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第２項中「第８

条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。 

第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項を加える。 

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所が所在する市の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン

ターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成され

る協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に

１回以上、運営推進会議に対し指定介護予防認知症対応型通所介護の活動状況を報告し、

運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞

く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等につ

いての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

第３９条に次の第１項を加える。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型

通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護

予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

第４０条第２項に次の１号を加える。 

⑹ 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

第６２条を次のように改める。 

第６２条 削除 

第６４条第２項第８号中「第６２条第２項」を「次条において準用する第３９条第２項 

」に改める。 

第６５条中「及び第３８条」を「から第３９条まで」に改め、同条中「読み替える」を

「、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とある

のは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」と読み替える」に改める。 



第８５条第２項第７号中「第６２条第２項」を「第３９条第２項」に改める。 

第８６条中「第３８条」の次に「、第３９条」を加え、「第５９条、第６１条及び第６

２条」を「第５９条及び第６１条」に改め、同条中「第３２条中「介護予防認知症対応型

通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、」の次に「第３９条第１項中「介護予防

認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同

生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、」を加え、「と、

第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるの

は「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及

び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」」を削る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 


